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後期高齢者医療制度

　岐阜県後期高齢者医療広域連合は、後

期高齢者医療制度の新しい保険証（薄い

青色）を、７月中旬に簡易書留で郵送し

ます。

　また、市県民税非課税世帯の人には、

入院時の食事代が減額され、窓口での支

払いが所得に応じた負担限度額までとな

る「限度額適用・標準負担額減額認定

証」も同封します。

　申請書が同封されている人は、必要事

葛新しい保険証を郵送

　平成２８年中の所得額が確定したことにより、平成２９年度の後期高

齢者医療保険料額が決定しました。

　保険料額決定（変更）通知書を７月中旬に郵送（６月以降に被保険

者になった人には、８月以降に順次送付）します。同通知書には、

保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応

じて負担する「所得割額」の合計で、個人ごとに決められます。今

年度の保険料の算定は次のとおりです。なお、均等割額や所得割額

は、世帯の所得や被保険者数などで、２～９割軽減されます。

葛保険料額決定（変更）通知書を郵送

＝ ＋
所得割額

所得×所得割率８．５５％

所得＝総所得金額等－３３万円（基礎控除額）

保険料
限度額５７万円
（年額）

均等割額

４２，６９０円

今年は薄い青色

８８月月１１日日かからら

保保険険証証ななどどがが
　　新新ししくくななりりまますす

　高齢者医療の自己負担割合は、被保険者自身やその世帯の所得など

に応じて、後期高齢者（７５歳以上）が「３割」と「１割」、前期高齢者

（７０～７４歳）が「３割」と「２割」と、被保険者ごとに異なります。

　このため、毎年、所得が確定するこの時期に、保険証や受給者証な

どの更新が行われます。現在ご利用の保険証や受給者証などの有効期

限を、今一度、ご確認ください。

　要介護・要支援の認定を受けている人、介護予防・生活

支援サービス事業を利用されている人に交付している「介

護保険負担割合証」の有効期限は７月３１日までです。

　新しい同証を７月中旬に送付しますので、８月１日以降

に介護保険サービス等を利用する場合にご提示ください。

なお、利用者負担割合は前年の所得によって決定します。

　詳しくは、高齢介護課介護給付グループ（緯４７－７４０６）へ。

項を記入し、押印のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。

問合せ　窓口サービス課福祉医療・後期医療グループ（緯４７－８１４０）

国民健康保険

　市は、７０歳から７４歳までの国民健康保険の加入者に、新しい高齢

受給者証を、７月中旬に郵送します。負担割合は「３割」と「２割」に

なっていますが、昭和１９年４月１日以前生まれの加入者で「２割」の

対象者は、特例措置で「１割」となっています。

金　額対　　　象区分

5，000円昭和１４年９月１６日～昭和１５年９月１５日生まれ７７歳（喜寿）
敬老
祝金

15，000円昭和３年９月１６日～昭和４年９月１５日生まれ８８歳（米寿）

※１００歳（百寿）の人には、祝金（１０万円）と祝品を誕生月にお届けします
一組
１０，０００円

昭和４２年１月１日～昭和４２年１２月３１日に婚姻届を提出し
た夫婦

金婚
祝金

【金婚祝金（結婚５０年）】

　対象は、昭和４２年１月１日～同年１２月３１日に婚姻届を提出した

夫婦。対象となる人は、戸籍抄本と通帳を持参し、高齢介護課、

各地域事務所、各市民サービスセンターで申請手続きをしてくだ

さい。

　なお、戸籍抄本は本籍のある役場でのみ交付しますので、市外

に本籍がある人は、事前に取得してきてください。戸籍の郵送等

請求は、各役場に直接お尋ねください。

【敬老祝金】

　対象は、７７歳（喜寿）、８８歳（米寿）、１００歳（百寿）の人です。

　１００歳以外の対象となる人には、申請書を郵送しますので、必

要事項を記入し、７月２８日（金）までに直接または郵送で、高齢介軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

護課、各地域事務所、各市民サービスセンターへ提出してくださ

い。※１００歳の人は申請不要で、市から直接連絡します。

　市は、９月１８日の敬老の日にあわせて、敬老祝金と

金婚祝金を贈ります。いずれも９月１日現在で市内に

住民登録があり、９月１５日現在で１年以上市内に居住

している人が対象です。祝金は、申請手続き後に指定

の口座へ振り込みます。

　詳しくは、高齢介護課高齢福祉グループ（緯４７－

７４２４）へ。

敬敬老老・・金婚祝金を贈りま金婚祝金を贈りますす

葛７　０　歳から７　４　歳の加入者に新しい高齢受給者証を郵送

　医療費が高額になった場合、窓口での支払いが自己負担限度額ま

でとなる限度額適用認定証。その有効期限は７月３１日までです。引

き続き認定証が必要な人は、８月１日以降の平日に、印鑑・保険

証・現在の認定証・マイナンバーが分かるものを持参し、窓口サー

ビス課・各地域事務所・各市民サービスセンターで手続きしてくだ

さい。

　なお、保険料の未納がある場合は更新することができません。　

　また、入院時食事代（一食３６０円）が減額される標準負担額減額

認定証の有効期限も、７月３１日までです。限度額適用認定証と同様

に更新手続きをしてください。

葛限度額適用認定証などの更新手続き ～８月１日から～

問合せ　窓口サービス課福祉医療・後期医療グループ（緯４７－８１４０）

　市は、市老人医療費助成制度（垣老）の７０～７３歳対象者に、新し

い受給者証交付のための更新申請書を、７月２０日頃に郵送します。

対象となるのは、高齢受給者証の負担割合が「２割」の人です。

　更新の手続きは、ご加入の保険によって異なります。

猿国民健康保険に加入の人

受給者証と一緒に更新申請書を郵送しますので、必要事項を記入

し、押印のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

猿健康保険協会、共済組合など国民健康保険以外に加入の人

更新申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、押印のうえ、

健康保険証と高齢受給者証のコピーを添付して、同封の返信用封七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

筒で返信してください。市老人医療費助成制度（垣老）の受給者七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

　証は、高齢受給者証のコピーで負担割合を確認後、郵送します。
※窓口での申請は混雑が想定されますので、返信用封筒をご利用ください。

市老人医療費助成（垣老）
葛７　０ ～ ７　３　歳対象者に更新申請書などを郵送
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問合せ　窓口サービス課国民健康保険グループ（緯４７－８１３２）


